
                         

 

 広瀬小学校 学校納入金口

座振替お知らせ文書の表面（上

図）と裏面（左横図）です。 

 

⑥にあるように 3 回目の引き

落としができなかった場合、地

区委員への通知。 

⑧の 4 回目の引き落としが不

能だった場合には、該当家庭が

ある地区の校納金の徴収が口

座引き落としではなく地区集

金に切り替わる通知を出すこ

とになっています。 

 

この取り組みにより、校納金の

未納を防ぐことができていま

す。 

宮東支部 

未納者対策事例紹介 
 

 「未納者 0」への取り組みについて、各

校がいろいろなアイデアをお持ちかと思

います。 

 宮東支部の、ポスターセッションでは、 

 

① 口座振替を取り入れながら、独自の未 

  納者対策を取り入れている事例紹介 

② 小中連携での口座振替の取組 

③ 宮崎市における児童手当からの校納金 

 の徴収 

 

 について紹介させていただきます。 

 

① 未納者対策事例 



この時点で 

３回目振替不能 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

口座振替 ○
振替
不能

○
振替
不能

口座再振替 ○
振替
不能

平成２５年度以前 平成２６・２７年度 平成２８年度 備考

集金方法
・地区による集金
諸費集計部員（各地区選
出）

・平成２５年９月ＰＴＡからの要望により準備始動。
・平成２６年度から口座振替に変更

年度当初事務 ・台帳作成（諸費集計部）
・年度当初の名簿更新作業(新一年生名簿入力・クラス編成後の更新）
はＰＴＡ執行部が行う。４月当初、事務室が一番多忙な時期であるた
め非常に助かっている。

未納対応

・ＰＴＡ学習部長（ＰＴＡ選出）が未納者一覧を
を各クラス学習部員へ配布

・各クラスの学習部員（ＰＴＡ選出）による電話
連絡

・学級担任による督促（長期休業中のみ。督促文
書を児童に配布することができないため、電話連
絡）

・ＰＴＡ事務による文書配布・電話連絡

・学校長・ＰＴＡ会長・県費職員等による面談

・保証人への連絡

・平成２７年度以前は諸費集計部員（地区選出）による督促であった
が、地区の子ども会に所属しない世帯が増えたため、平成２８年度よ
り各クラス単位での督促をすることとなった。
地区とは違い、保護者同士の面識がない中でのやりとりであるためト
ラブルが懸念されたが、今のところ特に問題はない。

・学習部員が行う電話連絡を「文書が届くので必ず確認ください」と
いうソフトな文言にする、電話が繋がらない場合は学習部長へその旨
を報告するのみで良いなど、部員の負担軽減を考慮している。
・「督促」事務はＰＴＡ事務・ＰＴＡ執行部・学校で行う。

その他

・就学援助世帯については給食費を市教委から直
接振替してもらっているため、月々の納入額は少
額となり、引き落とされやすくなった。
（地区集金の場合、就学援助世帯であることが分
かってしまうため、通常の世帯と同額の集金で
あった）

・Ｍ-ｎｅｔによる口座振替
【費目】給食費・ＰＴＡ会費・給食運営費・教育振興費
　　　　教材費・学級費

・Ｍｎｅｔに関する書類（兄弟関係確認書・確約書・口座回数意向調査）を就学時検診・
新入学説明会時に配布・説明・集約（ＰＴＡ執行部）
・新入学児童のＭ－netシステム上の名簿入力、各学年の年度更新作業（ＰＴＡ執行部）

・地区での集金のため就学援助世帯も通常の世帯と同額の集金をして
いた。

・諸費集計部員（地区選出）による督促

・諸費集計部（地区選出）による督促は、督促文書をポストに入れた
り、自宅訪問して対面での督促であったので負担が大きかった。ま
た、遅い時間帯での自宅訪問等でトラブルになったりということも
あった。

江南小における校納金の事例

 

 

  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

長期休業中はお知らせ文

書が配布できないため学

級担任が保護者へ電話で

催促します。 

３回以上振替不能 

【学級担任】 

電話による督促 

 

 

【学校長】 

【ＰＴＡ会長】 

【県費事務】 

【ＰＴＡ事務】 

今後の納入計画について 

未納者との面談 

 

【保証人】 

未納が長期になった場合相談

する場合あり 

【長期休業中】 

【学校長】 

【学校長】 

【ＰＴＡ会長】 

【県費事務】 

【ＰＴＡ事務】 

今後の納入計画について 

未納者との面談 

 

【学校長】 

【ＰＴＡ会長】 

【県費事務】 

【ＰＴＡ事務】 

今後の納入計画について 

未納者との面談 

 

【学校長】 

【ＰＴＡ会長】 

【県費事務】 

【ＰＴＡ事務】 

今後の納入計画について 

未納者との面談 

 

【学校長】 

【ＰＴＡ会長】 

【県費事務】 

【ＰＴＡ事務】 

今後の納入計画について 

未納者との面談 

 

【学校長】【ＰＴＡ会長】 

【県費事務】【ＰＴＡ事務】 

◎今後の納入計画についての話し合い 

◎未納者との面談 

 

 
【保証人】 

◎未納が長期になった場合 

相談する場合あり 

【ＰＴＡ執行部・ＰＴＡ事務】 

◎Ｍ－ｎｅｔ関係書類作成・配布 

 ○給食費及びＰＴＡ会費等 

納入確約書（保証人申請） 

  

年度当初 

子どもさんが再振

替の文書を持って

帰られますので、

必ずご確認くださ

いね。 

【各クラスＰＴＡ学習

部員】 

◎電話連絡（念押し） 

◎電話後、ＰＴＡ学習部

長へ報告 

 

【ＰＴＡ学習部長】 

◎未納者名簿一覧を 

各クラスの学習部員へ配布 

 

【ＰＴＡ執行部】 

◎口座振替結果確認 

◎未納者対応検討 

 

例月 口座振替 毎月２５日 

【ＰＴＡ事務】 

◎振替結果の集約 

◎再振替のお知らせ文書作成 

◎未納者名簿作成とＰＴＡ学習 

部長との打ち合わせ 

 

例月 口座再振替 毎月１０日 

【ＰＴＡ事務】 

◎電話での督促 

 

再口座振替ができま

せんでしたので学校

へ現金納入をお願い

します。 

 

その他 

【就学援助・生保関係】 

【市社会福祉課】【ＰＴＡ事務】 

◎情報交換・未納状況の確認 

◎給食費・教材費の別送についての相談 

 

 

【市職員】【ＰＴＡ事務】 

◎未納状況の確認 

◎就学援助費からの 

スライドについての話し合い 

 

 



② 小中連携での口座振替の取組 
 

    ※ 東大宮中学校校区の校納金徴収方法 

東大宮中学校・・・ 口座振替（平成２６年４月より） 

東大宮小学校・・・ 口座振替（平成２５年４月より） 

宮崎東小学校・・・ 口座振替（平成２７年１０月より） 

住吉南小学校・・・ 現金納入 

 

○小中一貫システムにおける口座振替の流れ 

※①～③は、中学校、各小学校のどこかで提出。今回は、東大宮中で提出した場合を記入してあります。 

 

※②口座振替申出書手続き 

         

  ※①口座振替申出書配布         ④請求データ提出（月１回）        ⑤口座振替依頼 

保 護 者           東 大 宮 中                事務代行業者         金 融 機 関 

※③口座振替申出書提出         ⑧結果報告、指定口座へ入金 

       

  ⑨未振替の場合：振替不能通知                            ⑥口座から振替 

                                           ⑦振替結果連絡、振替金の入金 

                           ④請求データ提出（月１回） 

東 大 宮 小 

⑨未振替の場合：振替不能通知       ⑧結果報告、指定口座へ入金 

 

④請求データ提出（月１回） 

宮 崎 東 小 

⑨未振替の場合：振替不能通知       ⑧結果報告、指定口座へ入金 

 

○請求データ様式 

 

    口座振替支払顧客明細表   

    請求年月   

 宮崎市立東大宮中学校 平成  年  月分   

需要家コード 生徒名 生徒コード 兄弟姉妹 引落金額 ＰＴＡ費 給食費 教育活動費 運営費 1年副教材 2年副教材 3年副教材 振替手数料 登録料 

00000 ○○○ 1101                108 86   

11111 △△△ 1102                108    

 

○小中一貫システムの注意点等（※小中学校間に兄弟姉妹あり）                     

 

         

 

小中学校間長子で徴収。そのため、 

小中学校の連携が欠かせない。 

                                               

 

 

 

 

まとめると・・・ 

・手数料徴収の煩雑さ 

（①小中学校間で長子のみ徴収。②中学校で就学援助費の直接学校払いを選択した家庭については、小学校で手数料を徴収することになる。そのこ

との小学校への連絡漏れに伴う重複徴収や未徴収。③すべて手作業での入力に伴うチェックミス。等・・・） 

・大規模校もあるため、小中学校合わせると相当数の児童生徒となり、小中学校間の連携は欠かせない。事務担当者が入れ替われば、スムーズに引

き継がれるか不安である。 

        注意点 

口座振替申出書 一世帯１枚 小・中学校どちらか１校で提出（※①～③） 

登録料 一世帯１件（８６円） 中学校で請求 

振替手数料 一世帯１件（１０８円） 

※同一振替日、同一口座の場合 

中学校で請求 

※小中学校間の兄弟姉妹の調査が必要 

振替回数 ２回払、３回払、１０回払 ※小中学校間の兄弟姉妹の集金回数を合わ

せる必要がある 

年度途中の変更 可 ※小中学校間で連絡を取り合う必要がある 


